
 

 

 

 

 

 

（備考）

４ ３の⽅針を実現するために必要な取組に関する⽅針

 多⾯的機能⽀払交付⾦の取組みなし

 下平農事区の農地利⽤は、中⼼経営体である認定農業者１経営体が担う。

３  対象地区内における中⼼経営体への農地の集約化に関する⽅針

２ 対象地区の課題

①地区内の耕地⾯積

直近の更新年⽉⽇

13.3

0.6

対象地区名

下平農事区

作成年⽉⽇

令和3年3⽉30⽇

１ 対象地区の現状

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者⼜は耕作者の耕作⾯積の合計

③地区内における６５才以上の農業者の耕作⾯積の合計

ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作⾯積の合計

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作⾯積の合計

④地区内において今後中⼼経営体が引き受ける意向のある耕作⾯積の合計

4.2

市町村名

嘉⿇市

実質化された⼈・農地プラン

 耕作することを⽌める農地を中⼼経営体に申し出し、中⼼経営体はこれを受け⼊れる。
 農業者が減少していくなかで、農業⽤施設等の維持について、多⾯的機能交付⾦の活⽤を検討する。

6.8

15.1

19.1



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

計 ⼈   19.1

農業者
（⽒名・名称） 経営作⽬ 経営⾯積

今後の農地の引受けの意向現状

経営作⽬ 経営⾯積
属性

（参考） 中⼼経営体

1 5.8

5.8 19.1㈱⽶蔵認農法


